
 

 

 

これまでの夢洲における博覧会関連事業の円滑な 

実施等に向けた取組み 

 

第 1回 夢洲における博覧会関連事業の円滑な実施等に関する連絡会議及び幹事会 

 令和 2年 6月 12日開催 

 

議事 

（１） 連絡会議及び幹事会の設置 

（２） 2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博） 

（３） 夢洲における関連インフラ事業等の概要 

（４） 万博会場における各国パビリオン建設等の進め方について 

 

主な意見 

資機材の搬入をはじめとする施工条件は、パビリオン建設工事の発注前となる 2022

年度の半ばには決めておく必要があると考えている。 

 

鉄道の延伸、橋梁などの臨港道路の改良などに対する支援を行っていきたい。 

夢洲での博覧会の成功は、真の観光先進国につながるものと認識していることから、

関係機関と連携して円滑な事業の推進に寄与していきたい。 

 

大阪港のコンテナ取扱能力の向上や、渋滞緩和を図るため、コンテナターミナルの

ヤードの拡張や新港湾情報システム（CONPAS）導入等に取り組む。 

将来においてストックの有効活用が図られるよう、取り組みを進める。 

 

パビリオン建設に関するガイドラインは、海外からのパビリオン建設の工事関係者

のためにも早期に示すことが望ましい。 

作業員の宿泊場所、資機材の保管場所も施工の効率性に関わる重要な事項である。 

 

関係省庁も協力するので、この連絡会議をうまく地元自治体が活用していただきた

い。 
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第２回 夢洲における博覧会関連事業の円滑な実施等に関する連絡会議幹事会 

 令和 2年 9月 4日開催 

 

議事 

（１） 連絡会議設置要綱の改正 

（２） 「第 1回連絡会議及び幹事会」の議事要旨の確認 

（３） 2025年日本国際博覧会の新たな推進体制 

（４） 2025年日本国際博覧会の今後のスケジュール 

（５） 夢洲における物流交通対策 

（６） 夢洲における関連インフラ事業等の概要 

 

主な意見 

会場整備を円滑に進めていくためには、物流交通対策を含め、各種インフラ整備、

工事中の物資や人の輸送、パビリオン整備のスケジュール感を共有しながら進めてい

くことが必要である。 

 

万博にお越しいただいたお客様が満足して帰っていただくためには、物流交通対策

は大きなファクターであり、様々な取り組みを総合的に実施していく必要がある。 

 

 物流交通対策のうちの恒久的な対策では、工事期間中に供用、稼働するもの等があ

り、結果としてそれらが工事期間中の対策となるものと考えている。 

 

今後とも、課題とアイデアを共有しながら進めていくとともに、関連する事業の調

整を行っていく。 
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第３回 夢洲における博覧会関連事業の円滑な実施等に関する連絡会議幹事会 

 令和 3年 3月 23日開催 

議事 

（１） 連絡会議設置要綱の改正 

（２） 「第２回幹事会」の議事要旨の確認 

（３） 大阪・関西万博基本計画 

（４） 夢洲における関連事業の工事調整 

（５） 夢洲における物流交通対策 

（６） 北港テクノポート線建設事業に係る土壌等の調査結果 

（７） その他 

スーパーシティの指定に向けた大阪府市の取り組みの紹介 

 

主な意見 

パビリオン建設は令和 5年度 6年度に工事が錯綜する懸念があるため、施工計画の

調整を行うルールを策定し、海外のパビリオンの関係者も含め守っていただく位置付

けが必要 

 

パビリオン建設にあたり工事実施のガイドラインを策定し、それを事業者の方に守

っていただくことで進めていく。 

 

国の基本方針を具体化していく中で万博に関連するインフラ整備に関する計画を国

として策定することとしており、会議参加のみなさまにも策定に向けた調整について

協力をお願いする。 

 

万博の開催に向け、各事業、方策の着実な実施とともに前倒しの検討も必要 
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第４回 夢洲における博覧会関連事業の円滑な実施等に関する連絡会議幹事会 

 令和 3年 9月 10日開催 

議事 

（１） 連絡会議設置要綱の改正 

（２） 「第３回幹事会」の議事要旨の確認 

（３） 万博会場整備の取組状況 

（４） 夢洲における関連事業の工事調整 

（５） 夢洲における物流交通対策 

 

主な意見 

資源を集中して余裕をもって工事が本格化する 2023 年 4 月を迎える、という問題

意識の下、関係者の意識を一つにして取組を進めていきたい。 

 

参加国等の工事など輻輳する現場での工事が円滑に進むよう、連絡調整協議体を実

効性のあるものにする必要がある。 

 

資機材の搬入には沿道の住民の理解が必要であり、単に交通量だけではなく騒音等

の環境にも細やかな配慮が必要 

 

港湾の利用者にも万博への取組みを共有し、理解を得ることが必要 

 

大阪･関西万博に関連するインフラ整備計画を 8月 27日に政府で決定した。 

今後この計画に基づいて計画的に進めていくことになるが、事業者間の調整も重要

になってくるため、引き続きご協力をお願いする。 
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